
消防車両用タイヤ購入（中型水陸両用車用タイヤ） 仕様書 

 

１ 総則 

この仕様書は，大崎地域広域行政事務組合消防本部（以下「消防本部」とい

う。）において調達する消防車両用タイヤ購入（中型水陸両用車用タイヤ）（以

下「本タイヤ」という。）の仕様について定めるものである。 

 

２ 品名及び規格 

Super Grip Tire Company製（TRENCHER 29×12.5 15NHS 8PR）８本 

 

３ 納入場所 

大崎市古川千手寺町二丁目５番２０号 

 

４ 納入期限 

  令和７年２月２８日まで 

 

５ 支払方法 

  納入完了後一括払い 

 

６ 納入上の留意事項 

  本タイヤを納入する際は，事前に消防本部へ物品の確認を行うこと。 

 

７ 暴力団等の排除について 

（１）納品期間中に大崎地域広域行政事務組合が発注する建設工事等からの暴

力団等排除措置要綱（平成２４年１０月１日施行。以下「排除要綱」という。）

の措置要件に該当すると認められたときは，納品を解除することがある。 

（２）本組合から指名停止の措置及び資格制限の措置を受けている者にこの納

品の全部又は一部を下請負させ，若しくは受託させてはならない。また，こ

の納品の下請負若しくは受託をさせた者が，排除要綱の措置要件に該当す

ると認められるときは，当該下請契約等の解除を求めることがある。 

（３）この納品の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」

という。）から不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を

行い，捜査上必要な協力を行うとともに，発注者へ報告すること。また，こ

の納入の下請負若しくは受託をさせた者が，暴力団員等から不当要求又は

妨害を受けたときは，速やかに警察に通報を行うとともに捜査上必要な協

力を行い，直接元請負人に報告する措置を行うよう指導すること。 



なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，警察への通報，捜査協力

及び発注者への報告が適切に行われた場合で，これにより，履行遅滞等が発

生するおそれがあると認められるときは，必要に応じて，工程の調整，工期

の延長等の措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特記仕様書 

 

 

＜物品詳細＞ 

１ タイヤメーカー 

   Super Grip Tire Company（所在地：アメリカ合衆国・テネシー州） 

 

２ 品名及び規格 

  TRENCHER  29×12.5 15NHS 8PR 

 

３ 購入本数 

  ８本 

 

４ 購入物品写真 

 

   


